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はじめに 

 

 

京都のお茶栽培は、800 年前に栂尾高山寺で明恵上人が始めたと言われ、その後、

宇治でも栽培が始まりました。 

室町時代以降、幕府等の奨励を受け、その生産は拡大し、覆い下栽培の抹茶生産が

始まるとともに、安土桃山時代には、千利休が茶の湯を大成するなど、今の茶道の基

本が作られました。 

 

江戸時代に入ると、京都府綴喜郡宇治田原町の永谷宗円翁が現代の煎茶の基礎とな

る宇治製法（青製煎茶製法）を編み出し、その技術は全国に広まり、抹茶の原料であ

るてん茶芽を宇治製法で揉んだ玉露が発明されるなど、日本茶の革新は、絶えず京都

府南部の山城地域から発展してきました。 

 

この宇治茶は、日本茶の発展に貢献し、歴史に支えられた生産・製茶・加工技術に

秀で、単に特産品としてのみならず、禅や茶の湯、煎茶道等の喫茶文化の発展から、

日本料理、陶芸や工芸、建築をはじめとした日本文化を育んできました。 

 

その産地は、京都市域及び山城地域の宇治川、木津川流域と東部の中山間地域や中

丹地域の由良川流域を中心とした地域に、新たな産地として丹後地域の丹後国営開発

農地も加わり府内全域に広がっており、重要な産品となっています。 

 

平成 23年には、国が「お茶の振興に関する法律」を施行し、京都府では、平成 26

年６月に世界文化遺産登録を目指して、「日本茶のふるさと『宇治茶生産の景観』」を

コンセプトとした提案書を文部科学省に提案したところであり、加えて平成 26年度

から宇治茶をテーマに、京都府南部の山城地域の文化・産業を振興する「お茶の京都」

づくりを推進し、平成 27年度、「日本茶 800年の歴史散歩」が日本遺産第１号に認定

されました。 

 

しかしながら、宇治茶の生産現場を見ると、この 10年で生産量は横ばいであるも

のの、茶価は 13％低下し、60歳以上の生産者が 64％を占めるなど、将来の生産が懸

念される状況となっており、流通販売や需要拡大など様々な課題に対応していくこと

が必要となっています。 

 

このため、本計画では、平成 27年度から 30 年度までの生産から加工、流通、消費

対策はもとより、歴史や文化、健康面にも着目し、将来にわたり京都府を代表する宇

治茶ブランドが継承されるよう、茶業後継者の確保・育成やブランド力の強化など、

茶業振興の基本的な方向や推進事項を示しており、茶生産者や関係機関・団体の共通

の指針として取りまとめたものです。 

 

  



 

項 目 
 

 

Ⅰ 基本的な方向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 １ 京都府産茶の振興の基本的な方向 

 ２ 本振興計画の基本的な位置付け 

 

 

Ⅱ 需要の長期見通しに即した生産数量目標等 ・・・・・・・・・・・・・・２ 

 １ 緑茶の現状 

 ２ 国内産緑茶の需要の長期見通しと生産数量目標（国の基本方針抜粋） 

 ３ 京都府産茶の需要見通しと生産数量目標並びに担い手確保・・・・・・・・３ 

 

 

Ⅲ 宇治茶振興のための施策 

 １ 高品質茶の安定生産に向けた条件整備の推進 

 （１） 共 通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 （２） 地域別生産対策 

ア 山城東部地域(中山間地)の生産対策・・・・・・・・・・・ ・・・・８ 

   イ 京都市域及び山城地域(平坦地)の生産対策・・・・・・・・・・・・・10 

   ウ 由良川流域の河川敷を中心とする中丹地域の生産対策・・・・・・・・12 

   エ 丹後国営開発農地での大規模茶園地域の生産対策 ・・・・・・・・・13 

（３） 府内全域での清浄茶生産の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

 

 ２ 宇治茶ブランドを活かした消費拡大・輸出の促進 

 （１） 消費拡大 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

 （２） 宇治茶の海外輸出の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

 

 

Ⅳ 宇治茶文化振興のための施策 

  急須で淹れるほんまもんの宇治茶文化の魅力発信・・・・・・・・・・・・・19 

 

  世界文化遺産登録に向けた取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

 

Ⅴ 本計画の取組推進と進捗管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

 

 各数値目標の一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

  

 用語集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

  

参考資料



- 1 - 

 

Ⅰ 基本的な方向 

１ 京都府産茶の振興の基本的な方向 

 

● 本計画では、平成２７年度から３０年度までの期間を設定し、 

 

○ 高品質茶の安定生産に向けた条件整備の推進 

 

○ 宇治茶ブランドを活かした消費拡大・輸出の促進 

 

○ 急須で淹れるほんまもんの宇治茶文化の魅力発信 

 

○ 日本茶のふるさと『宇治茶生産の景観』」の世界文化遺産登録に向けた取組 

 

の 4つの柱を中心に、茶業研究所の機能強化に加え、市町村や関係団体とも連携

しながら、茶業振興を積極的に展開することとする。 

 

 

２ 本振興計画の基本的な位置付け 

（１） これからの新しい京都づくりの指針として平成 23年１月に策定した「明日の

京都」において、位置付けられている「産業改革・中小企業育成」や農林水産施

策をまとめた「農林水産京力プラン」における「ものづくり・販路づくり」の実

現を茶業の分野で補完するものである。 

 

（２）府内の均衡ある発展のためスケールの大きな交流を展開する３つの京都プロジ

ェクトの１つ「お茶の京都」構想（お茶をテーマに地域の産業・観光を振興する

取組）との整合性を図ることとする。 
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Ⅱ 需要の長期見通しに即した生産量目標等 

１ 緑茶の現状 

（１）国外情勢 

・ 世界の茶生産量（緑茶、紅茶、烏龍茶等）は、460 万トンと、ここ 10 年間で

1.5倍に増加しており、中でも、緑茶は 150万トンと２倍に伸びている。 

特に、中国産の緑茶の増加が大きく、平成 13 年の 51.3 万トンから平成 24 年

には 124.8万トンに増加し、今後も増加する見通しとなっている。 

・ 日本の緑茶は、世界において 1.8％の生産量シェア（第８位）であるが、緑茶

では 5.7％を占め、第３位となっている。 

 

（２）国内情勢 

・ 国民の生活スタイルの多様化に伴って、リーフ茶消費量は減少しているが、ペ

ットボトルやスイーツなどの加工用途での緑茶利用は増加傾向にある。 

・ 茶の栽培面積は平成 14年の５万 haから 24年には 4.3万 haと減少しているも

のの、荒茶生産量は平成 14年の 8.4万トンから 24年には 8.6万トンと微増して

いる。 

・ 緑茶価格（普通煎茶一番茶）は、平成 14年の 2,787円/㎏が、24年には 2,173

円/㎏となるなど約 20％も下落しており、厳しい状況にある。 

・ 日本からの緑茶の輸出額は、平成 26年には約 50億円であるが、茶器や和菓子

等、日本食や食文化とセットで売り込みを図ることとしており、国では 32 年に

茶の輸出額は 150億円を目標としている。 

 

 

２ 国内産緑茶の需要の長期見通しと生産数量目標（国の基本方針抜粋） 

（１）需要の長期見通し 

・ 近年の消費の減少傾向及び少子化等による人口減少等を踏まえると、需要量は

減少すると見込まれるが、今後、消費拡大等の施策を講じ、その効果が発揮され

ることを前提とすれば、平成 32 年の需要量は 9.7 万トン（平成 20 年 10.1 万ト

ン）と見込まれる。 

 

（２）需要見込みに基づく生産数量目標 

・ 近年の輸出入の状況や今後の輸出に関する施策を講じるとともに、これに需要

の長期見通しを考慮すると、平成 32 年の生産数量目標は 9.5 万トン（＝平成 32

年の需要量 9.7万トン＋輸出量 0.3万トン－輸入量 0.5万トン）とする。 
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３ 京都府産茶の需要見通しと生産数量目標並びに担い手確保 

（１）現 状 

・ 茶園面積は、平成 14 年には 1,499.3ha であったが、茶業界からの増産要望を

踏まえ、18年から「宇治茶増産 100ha運動」を展開した結果、25年には 1,624.2ha

に増加している。 

・ また、荒茶生産量は平成 15 年には 2,717 トンであったが、25 年には 2,910 ト

ンと微増している。 

・ 宇治茶（一番茶）の平均価格（煎茶、かぶせ茶、玉露、てん茶の全茶種の平均

価格）は、平成 15 年には 4,850円/㎏であったが、消費者のリーフ茶離れや国内

不況による高級茶の贈答品需要の低迷等により、25年には 4,234円/㎏と約 13％

下落している。 

 

京都府産荒茶生産量の推移

 

 

 

（２）需要予測 

・ 府内企業の仕上げ茶出荷量が需要量と見込まれ、平成 24年に 11,876トン（工

業統計）であり、今後も販売環境は厳しい状態が続くと予想されるが、今後の消

費宣伝や需要喚起等により、平成 30年における仕上げ茶出荷量は 13,000トンと

予測する。 

 

京都府内企業の仕上げ茶量の推移     （単位：トン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    年次別 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

区分 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年

2,717 2,844 2,912 2,876 2,841 2,940 2,585 2,621 2,529 3,071 2,909

煎　茶 1,014 1,001 1,026 970 930 884 792 752 733 798 603

かぶせ茶 352 445 349 339 312 326 345 362 312 297 340

玉　露 100 101 129 110 139 142 159 155 146 133 160

てん茶 564 541 618 598 629 703 731 721 753 944 1,164

番茶類 687 757 790 859 831 885 558 631 586 898 643

生産量(トン）

茶
種
別

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

10,909 10,145 13,833 14,263 14,931 14,098 11,768 10,424 10,595 13,483 11,876
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（３）需要予測に基づく生産数量目標 

・ 府内の荒茶生産量は、約 3,000トン前後で推移しており、府内企業の仕上げ茶

出荷量の約 1/3 が見込まれ、今後の消費宣伝や需要喚起に基づく需要を推測し、

約 3,300トンを生産数量目標とする。 

・ 生産に当たっては、宇治茶のブランドを維持するため、安心・安全で高品質な

茶生産を推進するとともに、首都圏を中心に販売促進を行うことにより、単価の

維持、向上に努める。 

・ 茶種別には、煎茶の需要低迷による茶種転換に加え、抹茶スイーツに代表され

る食品加工用の需要拡大と、今後展開するブランド向上の取組により、宇治茶の

特徴である玉露、てん茶が増えると予想されることから、下表のとおりとする。 

 

茶種別生産目標数量（単位：トン） 

 現 状 

（平成 25年度） 

目 標 

（平成 30年度） 

煎 茶 ６０３ ６００ 

かぶせ茶 ３４０ ３５０ 

玉 露 １６０ １９０ 

てん茶 １，１６４ １，４５０ 

番茶類 ６４３ ７１０ 

 

 

（４）茶業の担い手確保に係る目標 

・ 府内の茶業経営農家数は、平成 20年の 1,679戸から 25年の 1,082 戸と小規模

高齢農家を中心に減少（経営規模 30a 未満の農家戸数⑳604 戸→㉕308 戸）して

いるが、３ha以上の経営規模の大きな農家は倍増（経営規模 3ha以上の農家戸数

⑳48戸→㉕98戸）している。 

・ 経営農家の年齢構成は、60歳以上が６割を占めるなど、茶生産の継続の不安定

要素となっている。 

  ・ 今後、消費宣伝や需要喚起等による販売単価の向上に向けた取組に加え、高齢

農家の耕作放棄化を防ぐため、農地中間管理機構と連携して中核担い手等への茶

園集積への取組を強化するとともに、法人等の組織で新規就農者を受け入れ、実

践農場や研修制度を活用することにより、30年には茶経営農家数 1,000戸の確保

を目標とする。 

 

               主な数値目標 

項 目 
現 状 

（平成 25年度） 

目 標 

（平成 30年度） 
備 考 

茶園面積（ha） １，６２４ １，６２５ 

現状値の出典： 

京都府茶業統計 

荒茶生産量（ｔ） ２，９１０ ３，３００ 

荒茶販売額（百万円） ７，０７１ ８，１００ 

茶経営農家数（戸） １，０８２ １，０００ 
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Ⅲ 宇治茶振興のための施策 

１ 高品質茶の安定生産に向けた条件整備の推進 

（１）共 通 

  ア 課 題 

（ア）全国的な茶価の低迷や近年の異常気象に対応し、茶業経営を安定させるた

め、より高品質で安定的な茶生産に向けた栽培条件の整備が必要である。 

（イ）生産者の高齢化が進行する中、作業の効率化と茶園集積を通じた負担軽減

や新たな担い手の確保が必要である。 

（ウ）新たな技術革新や需要を創造する新商品の開発、経営力や情報発信力を備

えた担い手の育成、宇治茶の価値や魅力の発信など、京都府茶業研究所の機

能の強化が必要である。 

 

  イ 目指す方向 

（ア）生産対策 

・ 宇治茶の生産量を確保するため、品質や収量が低下した老朽茶園について

は、個々の経営面積に応じた計画的な改植を推進するとともに、実施に当た

っては、京都府奨励品種の中から茶種にあった品種の導入を推進する。 

                     改植面積 15ha/年 

 

・ 生産者所得確保や高品質茶生産のため、年々、単価が下がっている煎茶か

ら、需要がある宇治茶の特徴である玉露・てん茶への移行を促すとともに、

栽培の転換に必要な被覆棚への整備を推進する。 

               被覆棚整備面積 ５ha/年 

 

・ 作業の効率化や低コスト化を図るため、共同茶園管理機の導入により作業

の労働負荷の軽減を図るとともに、てん茶工場の新設や古い製茶工場の統合

による再編、機能強化を推進する。 

 

・ 頻発する気象災害に対応するため、防霜施設や被覆棚の整備や茶共済への

加入を促し、生産者所得確保に努めるとともに、台風や大雨等により被災し

た場合には、速やかに復旧する。 

 

・ 高品質茶生産を推進するため、京都、関西、全国の茶品評会への積極的な

出品と多くの上位入賞により、宇治茶の名声を高めるようにする。 

 

・ 消費者や茶商工業者から信頼される茶産地として、その土台となるＧＡＰ

（農業生産工程管理手法）の導入を推進する。（後述） 
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  （イ）担い手対策 

・ 生産者が高齢化して担い手がいない茶園に対しては、地縁・血縁を通じた

茶園の流動化に加え、京都府農地中間管理機構を通じて、広く経営規模を拡

大する生産者に茶園の積極的な集積を図り、経営の強化を推進する。 

 

   ・ 次世代の担い手の確保については、京都府立農業大学校での茶業経営コー

スやこれまでに 190名以上を送出している京都府茶業研究所の研修制度によ

り、農家や茶商工業者の子弟に対して、茶の生産・製造技術の習得を進める。 

茶業研究所の研修生受入 ５名/年 

 

・ 新たな担い手確保については、茶業を志す新規就農希望者に、担い手養成

実践農場や青年就農給付金制度等を活用し、早期に地元に溶け込み、技術習

得ができるよう農業改良普及センター等が支援する。 

 

・ 就農した新たな担い手については、京都府茶業研究所が実施する宇治茶ア

カデミーや宇治茶実践型学舎（仮称）で、実践的な生産・加工・販売の研修

を実施することにより、茶業を支える担い手として育成する。 

宇治茶アカデミー 20名/年 
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  （ウ）京都府茶業研究所の技術研究開発、人材育成、機能強化 

   ・ 日本茶の高級茶である宇治茶の生産で全国をリードする研究開発機関とし

て、伝統ある本ず栽培や高級玉露・てん茶などの加工研究はもとより、現場

のニーズに対応した被覆資材の自動展開・収納機や新熱源てん茶機などの新

技術の開発を推進する。 

 

   ・ 消費者ニーズに応える宇治茶の新商品を開発するため、茶業界と企業・大

学、行政機関等との連携による幅広い共同研究を行い、需要創出型茶業を推

進する。 

 

・ これまでに蓄積された研究成果を活用して、香りや旨味成分、機能性成分

等の科学的根拠に基づき、国内外へ宇治茶の価値や魅力を発信して宇治茶の

ブランド力を向上する。 

 

   ・ 宇治茶の新産業創出を担う高度で多彩な人材を育成するため、民間等の茶

研究者・技術者とともにも共同研究や技術の開発を行うとともに、宇治茶ア

カデミーの開設により、茶業経営の研修機能を拡充する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同開発された被覆資材自動展開・収納機 

((独法）農業・食品産業技術総合研究機構 

 ホームページより） 

 

                        新熱源てん茶機 

    

 

 

 

 

 

 

 

宇治茶アカデミー 
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（２） 地域別生産対策 

ア 山城東部地域（中山間地）の生産対策 

（ア）現 状 

・ リーフ茶需要の減少や他県産の煎茶の供給過剰もあって、煎茶価格が低迷

する中、担い手は規模拡大と抹茶スイーツの需要の高まりから、煎茶園の直

掛け被覆によるてん茶生産への転換によって荒廃化抑制と経営所得を確保

している。  

今後も抹茶スイーツ需要が堅調に推移するとの見込等からてん茶や玉露

等覆い下茶への転換が拡大する見込みである。 

 

・ 山城東部地域の茶園は、緩傾斜から急傾斜地で栽培され、生業の中で、独

特の美しい茶畑景観を形成している。その茶園は、香り高い茶を産出し、観

光資源としての側面もあるが、生産者にとっては、作業の重労働と機械化が

難しく、また規模拡大を阻害する要因ともなっている。 

 

（イ） 課 題 

   ・ 煎茶価格の低迷により収益性が低下する中、茶業経営を継続するためには、

煎茶とてん茶・玉露等のバランスのとれた経営の確立が重要であり、てん

茶・玉露の導入に当たっては、品質確保ができる被覆棚の整備等が必要であ

る。 

 

 ・ 高齢化が進行する中、茶産地の維持と茶畑景観の継承には、作業性の改善

が必要である。 

 

（ウ） 目指す方向 

ａ 生産基盤の加速的整備支援 

・ 煎茶地帯であるが、てん茶生産にも適応できる産地となるようてん茶工

場の計画的な導入を推進するとともに、需要に応じた煎茶や玉露等を生産

するため、小ロット生産に対応した揉み茶工場の計画的な整備を推進する。 

製茶工場等の整備 １ヶ所/年 

 

・ 担い手の規模拡大を図るため、効率的な作業を阻害している狭い作業道

の拡幅やＵターンスペースの確保等の小規模な基盤整備を支援する。 

作業道等改良茶園 ５ヶ所 

 

・ 機械化対応可能な茶園においては、乗用型茶園管理機の積極的な導入を

支援し、生産の省力化と規模拡大を推進する。   基盤整備面積  10ha 
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和束町石寺の山なり茶園 
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イ 京都市域及び山城地域（平坦地）の生産対策 

（ア） 現 状 

・ 高級玉露・てん茶は、山城地域の平坦な市街地に点在する農地や肥沃な土

壌をもつ河川敷などで主に栽培されているが、茶小売専門店の減少や贈答品

需要の減少など従来型の高級緑茶マーケットは縮小傾向にある。 

 

・ 茶単価が低迷していることから、手摘みの高級茶生産には欠かせない摘み

子経費が経営を圧迫することになり、手摘みから機械摘みへの移行が進みつ

つある。 

 

（イ） 課 題 

 ・ 宇治茶ブランドを守るために手摘み茶の生産を継承していく仕組みづくり

が必要であるが、茶価低迷とともに、本ず栽培や手摘み園などは労働集約性

が高く、容易に規模拡大ができないため、現在の茶業経営の中で継続できる

支援策が求められている。 

 

 ・ 経験を積んだ熟練の摘み子が高齢化しているとともに、就業時間が不規則

であったり、季節労働であることもあって、摘み子の確保が年々難しくなっ

てきている。 

現在、摘み子の確保には地縁、血縁に頼っているが、地域によっては集ま

りにくいところもあることから、人材を確保する仕組みが必要である。 

 

（ウ） 目指す方向 

ａ 担い手支援（生産基盤の整備支援） 

・ 宇治茶ブランドを継承するため、茶業後継者が手摘み茶の継承や規模拡

大を行う場合、覆い下栽培の継続を支援をする。 

 

ｂ 摘み子の確保支援 

・ 宇治茶農家の季節的な雇用労力（摘み子等）を安定的に確保するために

茶農家の求人情報を府や茶業関連団体のホームページ等で市町村を越え

て発信するとともに、周辺住民やボランティア等をバンクに登録し、茶摘

み作業をマッチングする援農の仕組みづくりを推進する。 

 援農ボランティアを行う団体設立 １団体 
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      城陽市上津屋の茶園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         本ず栽培の茶園  
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ウ 由良川流域の河川敷を中心とする中丹地域の生産対策 

（ア） 現 状 

     ・ 高品質なハサミ摘みの玉露・てん茶を生産し宇治茶を支える優良産地であ

るが、60歳を超える生産者が全体の 77％を占めるなど、他産地に比べ担い手

の高齢化が進行している。 

 

     ・ 茶園の平均経営面積は 62ａで、水稲や特産野菜等との複合経営が中心であ

り、茶業経営としては零細である。 

 

  （イ） 課 題 

     ・ 優良産地として継続するため、茶業後継者や新規就農者の早期確保が必要

である。 

 

     ・ 茶の生産量を安定的に確保するためには、担い手への茶園集積や法人等の

組織担い手を育成し、経営を強化する必要がある。 

 

  （ウ） 目指す方向 

   ａ 担い手の確保・育成支援 

・ 茶業後継者や新規就農者を確保するため、担い手養成実践農場や青年就農

給付金などの制度を有効活用し、生産基盤の継承や技術伝承を行うとともに、

水稲や特産野菜等との複合経営を推進しながら、安定的な茶業担い手として

育成する。                  新規就農者の確保１名/年 

 

ｂ 茶業経営の安定支援（農地集積、生産基盤支援） 

・ 農地中間管理機構を活用した茶園の担い手への集積や生産、加工に必要な

機械、施設など法人や製茶工場を運営する生産者組織を中心に導入支援を行

うとともに、６次産業化などによる経営力の強化を推進する。 

 

 

 

 

 

綾部市の茶園 

 

 

                         舞鶴市の茶園  
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エ 丹後国営開発農地での大規模茶園地域の生産対策 

  （ア） 現 状 

・ 「宇治茶増産 100ｈａ運動」を京都府茶業界と連携して推進する中で平成

18年度から約 47ｈａを新植し、平成 22年には製茶工場を設置したが、その

後、営農開始直後から積雪害や春先の低温の影響を受け、茶生産量は伸びて

いない。 

 

・ 生産者は、新規参入者であるとともに、経営規模が大きいことから、ほ場

毎のきめ細かな肥培管理が十分にできていない。 

 

  （イ） 課 題 

・ 早期に茶生産量を安定させるため、大規模茶園における適期防除、適期作

業体系の確立が必要である。 

 

・ 新規産地であるため、市場評価が一定しておらず、高品質茶生産に向けて、

現地にあった施肥設計や煎茶・てん茶の割合、被覆に耐える茶樹づくりが必

要である。 

 

・ 近年の異常気象に対応するため、省力かつ効果的な栽培技術の対応が必要

である。 

 

  （ウ） 目指す方向 

ａ 生産の安定 

ほ場管理を十分に行い、収量が安定するよう、ＳＯＦＩＸ（Soil Fertile 

Index：土壌肥沃土診断）に基づく有機物施用を行い、ほ場条件に応じた管

理マニュアル等を策定し、実践する。        生葉収量 400㎏/10a 

 

ｂ 品質の向上 

過度の被覆や摘採、害虫発生による樹勢低下が懸念されるため、茶業研究

所と丹後農業改良普及センターが総合力を発揮し、現場の技術課題に対応す

るタスクチーム活動により、施肥改善や実証を通じ、荒茶の品質を向上する 

 

ｃ 省力化の推進 

試験研究機関と連携しながら、ＩＣＴ（Information and Communications 

Technology：情報通信技術）を活用して気象等茶園のデータと伝統技術デー

タを蓄積・融合し、効率的・効果的な大規模茶園管理技術の開発を行うとと

もに、近隣に茶園がなく、ほ場がまとまっているメリットを活かし、低農薬

栽培による輸出用などの特徴ある生産も推進する。 
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   丹後国営開発農地の茶園 

 

 

 

 

 

                       乗用型摘採機での作業 
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（３）府内全域での清浄茶生産の推進 

  ア 現 状 

・ 生産者団体では、宇治茶の安全･安心を確保するため、平成 15年度から栽培

履歴記帳の取組を開始し、出荷される全ての荒茶について、トレーサビリティ

ーの取組を実施している。 

 

・ 宇治茶ＧＡＰ（Good Agricultural Practice：農業生産工程管理手法制度を

導入するため、行政、生産者団体、茶業関係団体等で構成する推進プロジェク

トチームで取組を推進しており、平成 26年度から生産者や製茶工場に導入して

いる。 

  

イ 課 題 

（ア）茶商工業者や消費者にＧＡＰを導入した安心・安全な宇治茶の供給とＰＲ

を行うためには、生産者の確実な実践が必要である。 

また、茶商へ直接販売する茶生産者もあり、宇治茶ＧＡＰのＰＲには全て

の生産者への導入が必要である。 

 

（イ）宇治茶ＧＡＰの実践や承認制度の円滑な運営には、ＧＡＰの指導者育成や

生産者の知識習得に向けた研修強化が必要である。 

 

  ウ 目指す方向 

・ 宇治茶ＧＡＰ推進協議会を中心として早期定着に向け、生産者への研修会の

開催や巡回指導により、ＧＡＰ取組の意義を周知するとともに、生産者自らの

取組となるよう推進する。 

茶生産者、製茶工場での実践：100％ 
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２ 宇治茶ブランドを活かした消費拡大・輸出の促進 

（１）消費拡大 

ア 現 状 

・ 茶小売専門店の減少や贈答品需要の減少など従来型の高級緑茶マーケットは

縮小傾向にあるが、首都圏等を中心に様々なスタイルの日本茶カフェが増加す

るなど、高級緑茶の新たな消費形態が生まれつつある。 

 

   ・ 高級宇治茶で直売を行う生産者もあるが、大部分の販売は、個々の茶商が担

っている。 

 

イ 課 題 

  （ア）リーフ茶の消費拡大はもとより、消費者ニーズに対応した新たな商品開発

などによる需要の喚起が必要である。 

 

（イ）宇治茶の販売は、茶商が担っているが、個々の販売戦略に基づく取組が多

く、首都圏等の消費地における宇治茶全体の有利販売には、体系立てたＰＲ

が必要である。 

 

    （ウ）宇治茶の価値や魅力、及び他産地産の茶との違いや特徴を消費者に適切に

伝える販売戦略の強化が必要である。 

 

  ウ 目指す方向 

（ア） 宇治茶のブランド力の強化 

   ・ 「手摘み茶（玉露・抹茶）の 100％茶」や「山なり茶園の煎茶」など品質

保証を取り入れた「宇治茶プレミアム」商品の新たな開発を推進する。 

・ ネーミングや包装紙など専用のパッケージングを追求するなど、「商品説明

力」（訴求力）ある宇治茶の商品づくりを推進する。 

・ 消費者の様々なライフスタイルを想定し、「ワイングラスで飲むボトリング

ティー」や「高級ティーパック」などの新たな形態の高級宇治茶商品の開発

を推進する。 
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（イ）宇治茶ＰＲ拠点の全国展開戦略 

・ 首都圏等を中心に宇治茶が飲める飲料店を「宇治茶カフェ」に、また宇治

茶を販売する店舗を「宇治茶販売協力店」に認定し、宇治茶を安定してＰＲ・

購入できる拠点づくりを推進する。   宇治茶販売協力店の認定 40店 

 

・ 「宇治茶カフェ」や「宇治茶販売協力店」を拠点として、茶業青年団を中

心に結成する「（仮称）宇治茶ソムリエ団」や宇治茶伝道師などを通じて、

宇治茶の魅力を積極的にＰＲし、販売力の強化を推進する。 

                       宇治茶カフェの認定 60店 

 

・ 首都圏等での「宇治茶カフェ」「宇治茶販売協力店」や農林水産フェスティ

バル、国内外で開催する京都府物産展に訪れる宇治茶ファンや消費者に対し

て、歴史や観光、和食と京野菜・京の酒等も含めた京都の魅力を総動員して

ＰＲし、産地への誘客を推進する。 

 

 

 

 

（ウ）情報発信の強化 

・ 宇治茶伝道師の活動やスマートホンアプリの「お茶なび」による情報発信

に加え、京都ファンの女性や外国人観光客、シニア層を対象に宇治茶の歴史

や文化などストーリー性を持たせた情報を紙媒体（チラシ、パンフレット）

やＷＥＢ媒体（ホームページ、ＳＮＳ、動画サイト「宇治茶チャンネル（仮

称）」）等で総合的に発信する。 
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（２）宇治茶の海外輸出の促進 

ア 現 状 

・ 平成２２年度から、京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会宇治茶部会を

設立し、フランスで、宇治茶の海外ＰＲや商談会を実施してきた。 

・ 和食のユネスコ無形文化遺産登録や健康志向から日本茶の世界的な評価が高

まる中、輸出に向けた活動を進める玉露産地の事例もでてきており、輸出を志

向する産地も出来ているが、京都府以外の業者が「宇治抹茶」や企業の屋号を

名乗る事案が発生している。 

・ 研究機関や農業団体と一緒になって、海外の残留農薬基準をクリアできる農

薬の選定や栽培暦の作成等を実施している。 

 

イ 課 題 

   （ア）海外においては、抹茶の認知度は高いが、宇治茶の名前や玉露のなじみは

低く、保存法や淹れ方についても周知が必要である。 

 

（イ）宇治茶の輸出については、茶商が個別に実施しているが、残留農薬基準が

相手国によって異なるなど、輸出の阻害要因となっており、無農薬や有機栽

培のお茶が中心に輸出されるため、国内で流通する高品質な宇治茶の輸出に

向けた検討とともに、海外進出には、商標等の事前準備が必要である。 

 

  ウ 目指す方向 

  （ア）国内で実施する海外戦略 

・ 宇治茶の輸出に向けた取組を行うとともに、京都への留学生や外国人観光

客を対象とした淹れ方教室の開催や多言語でのＰＲなどにより、宇治茶の文

化をも含め海外での知名度向上を展開する。 

 

（イ）宇治茶の輸出対策 

・ 無農薬や有機栽培を含め、輸出相手国の残留農薬基準に適合した茶の栽培

体系の確立により、低農薬栽培マニュアルを作成して技術指導し、輸出用茶

の生産拡大を推進するとともに、京都市に開設されたジェトロ京都の機能を

活用して、相手国の情報を収拾し、商標登録などブランドの保護に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 外国人へ宇治茶を説明する宇治茶伝道師  
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Ⅳ 宇治茶文化振興のための施策 

１ 急須で淹れるほんまもんの宇治茶文化の魅力発信 

（１） 現 状 

・ 宇治茶のおいしい淹れ方のみならず、歴史や文化を語れる茶業者の方を「宇治

茶伝道師」として委嘱し、国内外のイベントで宇治茶の魅力を伝えている。 

 

   ・ 急須で淹れるほんまもののお茶の味を体験してもらうため、茶業団体が主催す

る「春の大茶会」や「八十八夜 茶摘みの集い」など府内外で、宇治茶の淹れ方や

美味しさなどの魅力を体感するイベントを開催するとともに、将来を担う若年層

への宇治茶文化の普及を図るため、市町村や茶業団体が小中学校でのお茶の授業

やＴ－１(ティーワン)グランプリ、大学生への茶香服大会などを開催し、宇治茶

に親しんで、お茶の消費拡大に努めている。 

 

・ 茶産地の市町村では、茶摘み体験や秋のイベントでお茶の接待や茶香服等を実

施し、市民にＰＲするとともに、茶業団体や山城の市町村、府とで運営する宇治

茶の郷づくり協議会では、「宇治茶歴史街道の整備」や「宇治茶カフェの認定」、

宇治茶の郷づくり月間の設定など、宇治茶の魅力を満喫する取組を展開している。 

 

   ・ 平成 25 年度に開催した全国お茶まつり京都大会を契機として、地元宇治市で

は「宇治茶の普及とおもてなしの心の醸成に関する条例」が制定されるとともに、

山城地域の産地が一体となった「宇治茶まつり」を観光協会、商店街、大学が協

働で開催するなど、その取組が積極的に展開されている。 

 

（２） 課 題 

   ア 急須で淹れるなど、府民へのお茶文化に対する理解促進 

 

   イ 機能性を含め、より広く国内外での宇治茶の情報発信 

 

   ウ 歴史や文化を含めた宇治茶の世界文化遺産登録の推進 

 

（３） 目指す方向 

   ア 宇治茶伝道師や日本茶インストラクター、宇治茶カフェでの宇治茶の淹れ方

教室等とともに、茶業団体やＮＰＯ法人が実施する小中学校での茶育などを通

じて、急須で淹れるお茶の美味しさを実感してもらい、お茶文化の普及と消費

を拡大する。 

 

   イ 「和食」のユネスコ無形遺産登録を受け、日本食に欠かせないお茶を広く国

内外へアピールして、認知度の向上を図るとともに、リラックス効果のあるテ

アニンやビタミンＣなど宇治茶に含まれる優れた機能性成分をアピールし、宇

治茶の魅力を発信する。 
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  ウ 世界文化遺産登録に向けた取組では、日本遺産にも認定されたてん茶・煎茶・

玉露の発祥の地として歴史や文化とともに、その生産茶や流通加工を含めた宇

治茶のもつ魅力をアピールしてブランド力を高め、「お茶の京都」として地域の

観光・産業の振興を図る。 

 

・ 各市町村で、構成資産候補の京都府条例に基づく景観資産登録と文化的景観

選定を目指す。 

 

  ・ 宇治茶世界文化遺産登録戦略プラットフォームで、宇治茶の魅力再発見をテ

ーマにシンポジウムやワークショップを開催し、府民の気運を盛り上げる。 

 

  ・ 宇治茶の価値を広く府民に発信し、茶業の人材を育成する拠点としての茶業

研究所の役割を検討する。 

 

 

＜経過＞ 

   平成２３年 ７月 宇治茶世界文化遺産可能性検討委員会 設立 

     ２４年 ５月 可能性検討委員会から「可能性あり」と京都府知事に提案 

７月 可能性検討委員会から登録検討委員会に改名 

      ２５年 ８月 提案コンセプト「日本茶のふるさと『宇治茶生産の景観』」

に 

        １１月 府と関係市町村による広域調整会議を立ち上げ 

     ２６年 ３月 「日本茶のふるさと『宇治茶生産の景観』」共同提案書作成 

         ６月 文部科学省に提案 

 

 

 

 

 

 

 

宇治茶をいかした景観まちづくりシンポジウム 
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Ⅴ 本計画の取組の推進と進捗管理 

１ 計画の推進 

  本計画は、京都府はもとより、市町村や茶業団体、企業や大学、地域団体等と連

携を図りながら、取組を進めます。 

 

２ 進捗管理 

  計画で掲げる方向性や事業の実施については、ＰＤＣＡサイクルにより進捗管理

を行い、計画の実現に向け、方向性と施策の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） Plan：計画と施策 

年度当初に、施策の実現に向けた実行計画を運営計画を作成します。 

 

（２） Do：実施 

京都府はもとより、市町村や茶業団体、企業や大学、地域団体等と連携を図り

ながら、取組を実施します。 

 

（３） Check:点検・評価 

「お茶の京都を支える宇治茶生産アクションプラン」検討会議で、外部委員会

の意見を受けて、１年間の取組実績に基づく活動の評価と検証し、その結果を適

宜、京都府ホームページで公開します。 

 

（４） Action:見直し 

検討会議において、次年度の具体的取組内容について設定します。 

Plan 
施策を策定 

Action 
施策を見直し 

Do 
計画に基づき取組実施 

Check 
利用率の達成状況や施策の 

進捗状況を点検・評価 
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各数値目標の一覧 

項  目 数値目標 備  考 

茶園面積 １，６２５ha  

荒茶生産量 ３，３００トン  

荒茶販売金額 ８，１００百万円  

茶経営農家数 １，０００戸  

製茶工場の整備 １ヶ所/年  

改植面積 １５ha/年  

被覆棚整備面積 ５ha/年  

作業道等改良茶園 ５ヶ所  

基盤整備面積 １０ha  

茶業研究所の研修生受入 ５名/年  

宇治茶アカデミー受講生 ２０名/年  

援農ボランティア団体 １団体設立  

新規就農者の確保 １名/年  

丹後地区の生葉収量 ４００㎏/10a  

宇治茶ＧＡＰの導入 １００％  

宇治茶販売協力店の認定 ４０店  

宇治茶カフェの認定 ６０店  
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用語集 

用  語 意  味 

てん茶 
抹茶の原料であり、生産者段階の荒茶出荷される場合の名称 

本ず栽培 

昔ながらのよしず（葦で編んだ簾）やコモ（ワラで編んだゴ

ザ）等を竹や鉄パイプで組んだ棚に広げ、その上にワラを振

り、日光を遮る栽培 

リーフ茶 
一般に販売されているお茶の形態。急須で淹れるお茶 

一番茶 
その年に初めて伸びる新芽を収穫して製造されたお茶 

荒茶 
茶園から収穫した茶の芽(生葉)を、蒸熱、乾燥し、日持ちす

るように加工した茶 

仕上げ茶 
生産者から仕入れた荒茶を、合組や火入れ、切断を行い、保

存が利き、急須で出しやすくした一般に販売されているお茶 

覆い下茶園 
本ずや寒冷紗など茶樹を覆う棚が設置された茶園 

直掛け被覆 
茶樹に直接寒冷紗などで覆う方法 

被覆棚 
日光を遮るため、本ずや寒冷紗を茶樹の上に浮かして掛ける

竹や鉄パイプで作った棚 

老朽茶園 
永年の栽培で収量や品質が落ちてきた茶園の総称。栽培管理

や生産する茶種によりその年数は異なる。 

揉み茶工場 
煎茶やかぶせ茶、玉露を製造する工場。一般に、蒸熱、葉打

ち、粗揉、揉捻、中揉、精揉、乾燥の工程がある。 

てん茶工場 

抹茶の原料であるてん茶を製造する工場。一般に、蒸熱、散

茶、乾燥炉（てん茶炉）の中で揉まずに乾かし、乾燥する工

程がある。 

乗用型茶園管理機 
茶園の畝をまたぎ、剪定、摘採、防除等の作業ができる機械。 

製茶工場 
茶園から収穫した生葉を荒茶に加工する工場の総称 

摘み子 
茶を一芽づつ手で収穫する作業者。 
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茶品評会 
生産者のその年を荒茶の出来を審査し、評価する会。京都や

関西、全国など毎年開催されている。 

ＳＯＦＩＸ 

（ソフィックス： 

土壌肥沃土診断） 

Soil Fertile Indexの略。立命館大学生命科学部久保 幹教授

が開発した生物指標による土壌診断技術のことで、ＤＮＡ量

を基に測定した土壌中の微生物量と植物が吸収できる栄養を

定量的に評価し、処方箋を作る手法 

ＩＣＴ 

（アイシーティー： 

情報通信技術） 

Information and Communications Technology の略。農業分野

では、農地の気象や土壌条件、植物体の状態をデータ観測し、

情報通信技術を活用して一ヶ所に集約して、過去のデータや

管理技術から適切な栽培管理を行い、収量の増加や品質の向

上を目指す手法 

トレーサビリティー 
栽培や飼育から加工・製造・流通などの過程を明確にするこ

と。また，その仕組み。 

ＧＡＰ 

（ギャップ： 

農業生産工程管理） 

Good Agricultural Practice の略。農業生産活動を行う上で

必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿っ

て、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評

価を生産者自ら行うことによる持続的な改善活動のこと。 

宇治茶カフェ 
おいしい宇治茶のメニューが揃うとともに、その歴史・文化、

淹れ方等の説明ができる喫茶店などを認定しています。 

ＳＮＳ 

Social Networking Service の略。人と人とのつながりを促

進・サポートする、コミュニティ型の Web サイト。Fecebook

や Twitter等がある。 

宇治茶伝道師 

優れた味や香りはもとより、長い歴史の中で、世界に誇るお

茶の文化を育んできた宇治茶の魅力を伝える人。京都府が７

名を委嘱 

日本茶インストラク

ター 

日本茶の全てにわたる知識及び技術の程度が、消費者や初級

指導者を指導する適格性を備えた中級指導者。ＮＰＯ法人日

本茶インストラクター協会が認定 

 


